
こんな制度、ご存じですか？
有田川町には障害のあるお子さまとそのご家族を支援するための制

度があります。制度の詳細や申請方法は、やすらぎ福祉課までお問い合
わせください。

●有田川町障害児通所施設遠距離通所補助金
町内外の障害児通所施設までの距離が遠距離の通所に対し、保護者

の負担の軽減と児童の療育の場の確保を図るため、補助金を支給します。
●児童福祉法によるサービス
・児童発達支援

障害のある、または発達につまずきのある未就学児を対象に、
日常生活に必要な動作や知識を指導したり集団生活に必要な適応
訓練を行ったりします。

・放課後等デイサービス
障害のある、または発達につまずきのある就学中の子どもを対

象に、放課後や夏休みなどの長期休暇中に生活能力向上のための
訓練や地域社会との交流促進などを行います。

●特別児童扶養手当
20 歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害もしくは長

期にわたる安静を必要とする症状にある児童を監護している父もし
くは母、または父母に変わって児童を養育し、主として対象児童の
生計を維持している方に支給されます。
●障害児福祉手当

精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時
の介護を必要とする状態にある在宅の 20歳未満の方に支給します。

一緒に活動しませんか？
「有田川町障害児者父母の会」は、障害児者をもつ父母とその障害児
者の方々で構成されています。この会は会員相互の情報交換の場になる
とともに、障害児者の福祉増進を図っています。
主な活動に「ふれあいキャンプ」「療育事業（1泊 2日や日帰りの旅

行）」、和歌山県主催の「親子のつどい」などがあります。

相談窓口
●家庭支援総合センター

町内在住の方で、悩みや困りごと（子育て・DV・発達・就労・ひ
きこもり・人間関係など）のある方、そのご家族・ご友人、支援者
の方からの相談をお受けします。
☎ 32-9762（直通）　問家庭支援総合センター（健康推進課内）
●相談室「ブルーム」
子育てに悩んでいる保護者や学校生活などで悩んでいる子どもの

相談に、臨床心理士が応じます。
町内の保育所や学校に通っている児童・生徒と保護者の方ならど

なたでも相談ができます。なお、事前に予約が必要です。
☎ 52-8002（直通）　問こども教育課（金屋庁舎）
●委託相談支援事業所

障害児の生活に関するさまざまな相談に対して援助を行います。
在宅サービスの利用援助や社会資源の紹介などの相談窓口です。
・有田圏域障害児者相談支援事業所ゆい　☎ 52-7702
・有田地域生活支援センターつくし　　　☎ 52-6161

●身体障害者相談員・知的障害者相談員
身体障害者・知的障害者の身近な問題について相談に応じるとと

もに、町などの関係機関と連携を図ることで問題の解決に協力して
くれます。
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